
 

＜概要＞
  原子力災害防止の観点から原子力施設に対して行う安全規制は、「核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律」（原子炉等規制法）等に基づき行政庁の所管に応じて行われてい
る。行政庁では、原子力施設の設置等の段階において、原子力施設の構造等が災害の防止上支障
のないものであること等について審査を行うとともに、それ以降の建設、運転の各段階において
も各種の認可、検査等による規制を行っている。

  原子力安全委員会では、安全確保のための規制に関する政策を企画、審議、決定するととも
に、安全審査に用いられる指針類の策定、原子力施設の設置（変更）許可等に関する調査審議を
行っている。

  なお、平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、国の安全規制体
制等に関し検討・見直しが進められている。

 

（注）東北地方太平洋沖地震（2011年3月11日）に伴う福島第一原発事故を契機に原子力安全規
制の体制が抜本的に改革され、新たな規制行政組織として原子力規制委員会が2012年9月19日に
発足した。本データに記載されている原子力施設に対する安全規制については、福島第一原発事
故の技術的知見を踏まえ、原子力規制委員会によって見直しが行われる予定である。なお、原子
力安全委員会および原子力安全・保安院は上記の規制組織改革に伴って廃止された。
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＜本文＞
 1.概要

  我が国の原子力施設に対する安全規制は、原子力施設の設置、建設、運転の各段階において、
規制行政庁である文部科学省、経済産業省等が規制を行い、原子力安全委員会が規制行政庁の規
制活動を監視・監査するという体制になっている。原子力施設の安全規制の概要を図１に、原子
力安全委員会の位置付けを図２に示す。（注：原子力安全委員会は原子力安全・保安院とともに
2012年9月18日に廃止され、原子力安全規制に係る行政を一元的に担う新たな組織として原子力
規制委員会が2012年9月19日に発足した。）

  原子力施設の設置許可等の段階においては、規制行政庁が安全審査（一次審査）を行い、その
結果の妥当性について原子力安全委員会が審査（二次審査）するダブルチェックの体制をとって
いる。また、原子力施設の建設・運転段階等においては、原子力安全委員会は、規制行政庁が行
う規制活動（後続規制活動）が適正かどうかを監視・監査し、後続規制の合理性、実効性及び透
明性の向上を促すことにより、事業者の行う安全確保レベルの向上を図ることなどを目的とした
規制調査を実施している。このほか、原子力安全委員会は、原子力施設の安全に係る各種指針類
の整備を行っている。

  原子力安全委員会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じ
て、関係行政機関の長に勧告することができるなど極めて強い権限を持っている。

  以下、（1）実用発電用原子炉施設、（2）試験研究用及び研究開発段階にある原子炉施設、
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（3）核燃料施設（製錬、加工、使用済燃料の貯蔵、再処理、核燃料物質の使用、核原料物質の使
用）、（4）放射性廃棄物の処理・処分、（5）核燃料物質等の輸送、（6）放射性同位元素等につ
いて、安全規制の概要を述べる。
２．原子力施設等の安全規制
（1）実用発電用原子炉施設
 実用発電用原子炉施設の計画段階から廃止措置段階までの流れを図３に示す。
 実用発電用原子炉（発電用の研究開発段階にある原子炉を含む）施設については、「核原料物
質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（原子炉等規制法）及び電気事業法による規制
が行われている。すなわち、設置（変更）許可、保安規定の（変更）認可等については原子炉等
規制法により、工事計画の（変更）認可、使用前検査及び定期検査等については、他の電気事業
に対する規制と併せて電気事業法による規制が行われており、これらの規制は、経済産業省にお
いて一貫して行われている。
（2）試験研究用及び研究開発段階にある原子炉施設
 試験研究用及び研究開発段階炉のうち発電の用に供しないものの設置段階から廃止措置段階ま
での流れを図４に、研究開発段階炉のうち発電の用に供するものの設置段階から廃止措置段階ま
での流れを図５に示す。
 試験研究用及び研究開発段階にある原子炉（発電用のものは除く）施設については、原子炉等
規制法による規制が行われている。すなわち、設置（変更）許可、設計及び工事の方法の（変
更）認可、使用前検査、保安規定の（変更）認可、施設定期検査等については、原子炉等規制法
による規制が行われ、これらの規制は、試験研究用の原子炉及び研究開発段階にある原子炉のう
ち発電の用に供しないものについては文部科学省、発電の用に供するものについては経済産業省
において一貫して行われている。なお、発電の用に供するものについては、前述のとおり電気事
業法による規制も行われている。
（3）核燃料施設
 核燃料施設に係る原子炉等規制法の規制体制を表１に、また再処理事業の設置段階から廃止措
置段階までの流れを図６に示す。
 核燃料物質、核原料物質を取り扱う際に、原子炉等規制法に基づき事業形態に応じて、事業指
定又は事業許可等申請、設計及び工事の方法の認可、使用前検査、保安規定の認可、施設定期検
査等の規制（表１参照）が行われており、製錬、加工、使用済燃料の貯蔵及び再処理の事業に係
る規制は経済産業省、核燃料物質・核原料物質の使用に係る規制は文部科学省において実施され
ている。なお、JCO事故に鑑み、平成11年の原子炉等規制法の改正により、加工事業者に対する
施設定期検査の受検の追加、保安規定の遵守状況に係る検査（保安検査）制度の創設等が行われ
た。
（4）放射性廃棄物の処理・処分
 廃棄物埋設事業の事業許可申請から事業廃止までの流れを図７に、廃棄物管理事業の事業許可
申請から事業廃止までの流れを図８に示す。
 放射性廃棄物は含まれる放射性物質の濃度や種類等により多種多様であり、低レベル放射性廃
棄物と、再処理施設において使用済燃料から分離される高レベル放射性廃棄物に大別される。低
レベル放射性廃棄物のうち、気体状のもの及び液体状のものについては、法令の定める基準値を
下回るように処理し、それぞれ大気中又は海洋に放出され、また、液体状及び固体状のものの一
部は、容器に固型化し埋設処分が行われている。それ以外の液体状及び固体状のものは施設内に
安全に保管廃棄されている。
 原子炉等規制法に基づく放射性廃棄物の廃棄については、製錬施設、加工施設、原子炉施設、
再処理施設、核燃料物質使用施設、核原料物質使用施設等の中で行われる事業所内廃棄及び各原
子力施設の外で行われる事業所外廃棄がある。このうち事業所外廃棄においては、原子炉等規制
法に基づく廃棄の事業の認可を得た事業者が「廃棄物埋設の事業」と「廃棄物管理の事業」を行
っている。
 廃棄物埋設の事業については、廃棄の事業（変更）許可、保安規定の（変更）認可、廃棄物埋
設施設の確認、埋設しようとする廃棄物の確認等について、また、廃棄物管理の事業について
は、廃棄の事業（変更）許可、設計及び工事の方法の（変更）認可、使用前検査、保安規定の
（変更）認可、定期検査等について、経済産業省による一貫した規制が行われている。
（5）核燃料物質等の輸送
 核燃料物質等の陸上輸送に係る安全規制の流れを図９に示す。
 放射性物質等の輸送の安全規制は、IAEAが定めた放射性物質安全輸送規則（1996年版）を、日
本を含め各国が各々の国内規則に取り入れることによって行われている。具体的には、陸上輸送
に関し、核原料物質及び核燃料物質の輸送は原子炉等規制法により、また、放射性同位元素の輸
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送は「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」（放射線障害防止法）による規
制が行われている。さらに、海上輸送に関しては船舶安全法により、航空輸送に関しては航空法
による規制が行われている。このように、輸送モードごとにそれぞれの法令に基づき、各行政庁
において安全規制が実施されている。
 陸上輸送の場合、核燃料物質等の運搬を行おうとする者は、運搬の都度、核燃料輸送物が安全
基準に適合することについて、1）使用者及び試験研究の用に供する原子炉からのものについては
文部科学大臣、2）製錬、加工、使用済燃料貯蔵、再処理、廃棄事業者及び発電の用に供する原子
炉からのものについては経済産業大臣、3）外国原子力船運航者及び船舶に設置する原子炉からの
ものについては国土交通大臣の承認及び確認を受ける必要がある。
 海上輸送及び航空輸送の場合においても、基本的には陸上輸送の場合と同様の規制が国土交通
省によって行われている。
 なお、経済産業省、文部科学省、国土交通省、海上保安庁、警察庁及び消防庁からなる放射性
物質輸送関係省庁は必要に応じ連絡会を開催し、事故時対策等について協議を行うこととしてい
る。
（6）放射性同位元素等
 放射性同位元素及び放射線発生装置の規制の概要を図１０に示す。 
 放射性同位元素（RI）及び放射線発生装置は、放射線を発生するという特性を有しており、医
療（疾病の診断・治療、医療用具の滅菌）、環境（水・大気中の有害物質の分析、食品中の農薬
分析）、工業（厚さ等の測定、非破壊検査）、農業（品種改良、害虫防除）、生活（蛍光灯のグ
ロー放電管、煙感知器）等の分野で幅広く利用されている。
 放射性同位元素等の利用に伴う作業従事者及び事業所外の一般公衆の放射線障害を防止するた
め、RIの使用、販売業、賃貸業、廃棄業及び「放射線発生装置」の使用等について、放射線障害
防止法に基づく規制を行っている。
 放射性廃棄物の廃棄については、原子炉等規制法及び放射線障害防止法に基づいた規制が行わ
れている。許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚
染された物を工場又は事業所において廃棄する場合においては、文部科学省令で定める技術上の
基準に従って放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならないとされている。
 なお、平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、国の安全規制体
制等に関し検討・見直しが進められている。
（前回更新：2003年9月）
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